
「都市計画法第３４条第１４号」又は「都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホ」の運

用基準 

 

（平成１２年 ４月 １日施行） 

（平成１３年 ５月１８日改正） 

（平成１６年 ４月 １日改正） 

（平成１９年１１月３０日改正） 

（平成２２年 ６月 １日改正） 

（平成２７年 ４月 １日改正） 

 

「都市計画法第３４条第１４号」又は「都市計画法施行令第３６条第１項第３号ホ」に

規定する開発区域の周辺における市街化を促進する恐れがないと認められ、かつ、市街化

区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる建築物のうち、次の各項に

該当し、川崎市開発審査会の議を経たもの 

 

１ 対象となる建築物は次のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 農家世帯の構成員が分家する場合の住宅等（川崎市開発審査会提案基準第１号） 

⑵ 都市計画法第３４条第１３号の届出のできなかったものに係る建築物（川崎市開発

審査会提案基準第２号） 

⑶ 市街化調整区域内に存する建築物の建替え等（川崎市開発審査会提案基準第３号） 

⑷ 既存建築物が収用対象事業の施行により立ち退く場合において、これに代わるべき

ものとして、建築される建築物（川崎市開発審査会提案基準第４号） 

⑸ 都市計画法第３４条第１３号の期間内（区域区分決定の日から５年以内）に開発行

為を完了できなかったもの（川崎市開発審査会提案基準第５号） 

⑹ 開発行為に相当しない土地の区画形質の変更に伴う建築物（川崎市開発審査会提案

基準第６号） 

⑺ 市街化調整区域に関する都市計画決定の日以前から宅地性があると判断される土地

における開発行為及び建築行為に係る特例措置（川崎市開発審査会提案基準第７号） 

⑻ 市街化調整区域を一部含む土地における開発行為に係る特例措置（川崎市開発審査

会提案基準第 8 号） 

⑼ 市街化調整区域における所有権移転（用途変更）に係る特例措置（川崎市開発審査

会提案基準第 9 号） 

⑽ 付属施設としての最低限必要な管理施設の設置に伴う建築物 

⑾ 介護保険法第７条第２２項に該当する介護老人保健施設 

⑿ 都市計画法第２９条第１項第３号に規定する施設に準ずる建築物 

⒀ その他、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、

市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と市長が認めるもの 

２ 申請建築物は必要最低限のものとし、周辺と調和するものであること。 

３ 当該土地が農地であるときは、農地転用の許可が受けられるものであること。 


